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精
神
障
害
の
労
災
請
求
件
数
は
毎
年
、

過
去
最
高
を
更
新
し
て
い
る
。
公
務
職
場

に
お
い
て
は
、
精
神
疾
患
を
事
由
と
す
る

公
務
災
害
認
定
件
数
は
15
件（
平
成
25
年

度
認
定
分
）に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、「
精

神
及
び
行
動
の
障
害
」
に
よ
る
長
期
病
休

者
率（
10
万
人
率
）
は
こ
こ
数
年
、
毎
年
、

過
去
最
高
を
更
新
し
て
お
り
、
25
年
度
は

1
2
1
9
人
に
達
し
た
。
そ
の
割
合
も
、

長
期
病
休
者
全
体
の
50
％
を
超
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
官
民
を
問
わ
ず
、
深
刻
な

状
況
が
続
い
て
い
る
中
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
不
調
の
未
然
防
止
の
た
め
、
セ
ル
フ
ケ

ア
と
職
場
環
境
改
善
の
施
策
と
し
て
、
先

の
労
働
安
全
衛
生
法
一
部
改
正
で
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
概
要
な
ら
び
に
実
施

体
制
の
構
築
お
よ
び
留
意
点
に
関
し
て
若

干
の
考
察
を
加
え
て
報
告
す
る
。

■
制
度
創
設
の
背
景

報
道
を
き
っ
か
け
に
急
浮
上
し
た

メ
ン
タ
ル
チ
ェ
ッ
ク
問
題

最
初
に
お
断
り
し
て
お
く
が
、
本
稿

で
は
「
労
働
者
」
等
の
言
葉
が
頻
出
す
る

が
、
公
務
職
場
向
け
に
、
適
宜
「
職
員
」

等
に
読
み
替
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

平
成
22
年
4
月
、「
う
つ
病
チ
ェ
ッ
ク
」

が
企
業
健
診
で
義
務
化
さ
れ
る
方
向
に
あ

る
こ
と
が
報
道
さ
れ
、
健
康
診
断
時
に
お

け
る
メ
ン
タ
ル
チ
ェ
ッ
ク
問
題
が
急
浮
上

し
た
。

そ
の
後
、
厚
生
労
働
省
労
働
衛
生
課

は
「
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対

策
検
討
会
」
を
開
催
、
同
年
9
月
に
検
討

会
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
高
ス
ト
レ
ス
の

労
働
者
の
面
接
指
導
制
度
及
び
医
師
か
ら

の
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
を
事
業
者
の
義

提
言
1　

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度 

実
施
体
制
の
構
築
と
留
意
点

実
施
上
の
課
題
の
審
議
と
と
も
に

多
職
種
に
よ
る
健
康
支
援
体
制
の
確
立
も
重
要
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特集ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

制
度
の
運
用
・
活
用
を

考
え
る

義
務
化
直
前
！労

働
安
全
衛
生
法
改
正
に
伴
い
、
12
月
1
日
か
ら
50
人
以

上
の
事
業
場
に
「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
」
の
実
施
が
義
務

化
さ
れ
る
。
職
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
な
が
ら
の
運
用
体

制
の
確
立
、
ま
た
、
結
果
を
活
用
し
て
の
セ
ル
フ
ケ
ア
の
促
し

と
職
場
環
境
の
改
善
を
い
か
に
図
っ
て
い
く
か
、
課
題
は
多
い
。

そ
こ
で
今
回
は
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
運
用
・
活
用

の
ポ
イ
ン
ト
や
留
意
点
な
ど
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。
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務
と
す
る
労
働
安
全
衛
生
法
一
部
改
正
案

「
精
神
的
健
康
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め

の
検
査
と
面
接
指
導
の
制
度
」
が
国
会
に

23
年
12
月
に
上
程
さ
れ
た
が
、
24
年
11
月

16
日
、
国
会
解
散
に
伴
い
廃
案
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
厚
生
労
働
省
は
、
高
ス
ト

レ
ス
と
評
価
さ
れ
た
労
働
者
に
対
し
て
は
、

適
切
な
事
後
対
応
を
行
う
と
と
も
に
、
職

場
の
ス
ト
レ
ス
に
関
す
る
リ
ス
ク
要
因
を

把
握
・
評
価
し
、
職
場
環
境
の
改
善
を
図

る
こ
と
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
進
め
、
再

度
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
「
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把

握
す
る
た
め
の
検
査
等
」
が
26
年
3
月
に

上
程
さ
れ
、
同
年
6
月
19
日
可
決
成
立
、

25
日
に
公
布
さ
れ
た
。

■
実
施
体
制
の
構
築
と
留
意
点 

そ
の
₁

各
担
当
者
や
衛
生
委
員
会
の

役
割
な
ど
に
つ
い
て

以
下
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の

実
施
体
制
の
構
築
お
よ
び
留
意
点
に
つ
い

て
、
9
点
を
指
摘
し
た
い
。

①
事
業
者
の
表
明

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
は
、
ス
ト

レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
、
そ
の
結
果
に
基

づ
く
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
、
面
接
指
導

結
果
に
基
づ
く
就
業
上
の
措
置
、
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
結
果
の
集
団
ご
と
の
集
計
・

分
析
な
ど
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
66
条
の

10
に
係
る
事
業
場
に
お
け
る
一
連
の
取
組

全
体
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
厚

生
労
働
省
が
出
し
て
い
る
「
労
働
安
全
衛

生
法
に
基
づ
く
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度

実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
以
下
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
と
す
る
）
の
P
4
で
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
実
施
前
準
備
と
し
て
、
事
業
者

が
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
を
表
明
し
、

具
体
的
な
実
施
計
画
を
立
て
る
こ
と
に
な

る
。
厚
生
労
働
省
労
働
衛
生
課
産
業
保
健

支
援
室
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ

う
な
回
答
を
得
た
。

「
労
働
安
全
衛
生
法
上
の
『
事
業
者
』

は
『
法
人
企
業
で
あ
れ
ば
当
該
法
人
（
法

人
の
代
表
者
で
は
な
い
）』
と
解
釈
、
た

だ
し
、
法
違
反
が
あ
っ
た
場
合
の
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
実
行
行
為
者
の
ほ
か
、

『
事
業
者
た
る
法
人
ま
た
は
人
』
に
対
し

て
も
罰
金
刑
が
科
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実

務
上
、
事
業
場
の
長
が
事
業
者
と
し
て
の

責
任
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
健
康
診
断
結

果
報
告
な
ど
の
労
働
基
準
監
督
署
へ
の
報

告
の
『
事
業
者
職
氏
名
』
で
記
載
さ
れ
て

い
る
者
を
参
考
と
し
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

の
『
実
施
責
任
者
』
と
規
定
さ
れ
る
の
が

望
ま
し
い
」。
た
と
え
ば
三
つ
の
事
業
所

を
統
括
し
て
い
る
法
人
が
あ
る
場
合
、「
事

業
者
」
は
「
法
人
」
で
あ
り
、
事
業
所
の

長
（
責
任
者
）
は
「
実
施
責
任
者
」
と
規

定
さ
れ
る
。

②
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
担
当
者
の
決
定

「
実
施
者
」
は
医
師
、
保
健
師
ま
た
は

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し

た
看
護
師
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
で

あ
る
。「
実
施
事
務
従
事
者
」
は
、
実
施

者
の
指
示
に
よ
り
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

の
実
施
の
事
務
に
携
わ
る
者
で
あ
る
。

ま
た
事
業
者
は
、
実
施
者
ま
た
は
委

託
先
の
外
部
機
関
と
の
連
絡
調
整
、
お
よ

び
実
施
の
管
理
等
の
実
務
を
担
当
す
る
者

と
し
て
「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
担
当

者
」
を
指
名
、
実
施
体
制
を
整
備
す
る
役

割
を
担
わ
せ
て
い
る
。「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
制
度
担
当
者
」
は
、
実
施
事
務
従
事
者

と
異
な
り
、
人
事
課
長
な
ど
人
事
権
を
持

つ
者
を
指
名
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ

て
い
る
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
P
22
）。

こ
の
「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
担

当
者
」
は
、
特
に
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

を
外
部
委
託
す
る
際
、
そ
の
外
部
機
関
や

外
部
機
関
の
実
施
者
と
連
絡
調
整
す
る
う

え
で
、
制
度
の
要
と
な
る
重
要
な
役
割
を

担
う
こ
と
と
な
る
。

③
事
業
所
の
範
囲
の
設
定

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
実
施
責

任
主
体
は
事
業
者
で
あ
り
、
大
企
業
で
あ

れ
ば
事
業
者
は
、
各
事
業
所
を
ど
の
よ
う

に
定
義
し
、
ど
の
よ
う
な
実
施
体
制
を
構

築
す
る
か
を
決
め
る
役
割
を
担
う
。

「
事
業
所
の
責
任
者
＝
事
業
者
」
と
考

え
る
の
か
、「
各
事
業
所
全
体
を
統
括
す

る
責
任
部
署
＝
事
業
者
」
と
考
え
る
の
か
、

実
施
計
画
当
初
に
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
労
働
安
全
衛
生
法
第
2
条
第
3

項
で
は
、「
事
業
者
」
と
は
「
事
業
を
行

う
者
で
、
労
働
者
を
使
用
す
る
も
の
を
い

う
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
労
働
安
全
衛
生
法
お
よ
び
同

法
施
行
令
の
施
行
に
つ
い
て
（
昭
和
47
年

9
月
18
日
発
基
第
91
号
）
に
は
、
事
業
場

の
範
囲
に
つ
い
て
「
…
事
業
場
と
は
、
工

場
、
鉱
山
、
事
務
所
、
店
舗
等
の
ご
と
く

一
定
の
場
所
に
お
い
て
相
関
連
す
る
組
織

の
も
と
に
継
続
的
に
行
な
わ
れ
る
作
業
の

一
体
を
い
う
。（
中
略
）
同
一
場
所
に
あ

る
も
の
は
原
則
と
し
て
一
の
事
業
場
と
し
、

場
所
的
に
分
散
し
て
い
る
も
の
は
原
則
と

し
て
別
個
の
事
業
場
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
一
場
所
に
あ
っ
て
も
、
著
し

く
労
働
の
態
様
を
異
に
す
る
部
門
が
存
す

る
場
合
に
、
そ
の
部
門
を
主
た
る
部
門
と

切
り
離
し
て
別
個
の
事
業
場
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
法
律
が
よ
り
適

切
に
運
用
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
の
部
門

は
別
個
の
事
業
場
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
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点
数
を
当
て
は
め
、
尺
度
ご
と
に
5
段
階

評
価
の
評
価
点
を
算
出
す
る
方
法
で
あ
る
。

計
算
が
複
雑
で
分
析
ツ
ー
ル
（
プ
ロ

グ
ラ
ム
）
が
必
要
な
半
面
、
質
問
の
数
の

影
響
を
排
除
し
、
尺
度
ご
と
の
評
価
が
考

慮
さ
れ
た
ス
ト
レ
ス
の
状
況
を
把
握
で
き

る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

⑥�

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
外
部
委
託
す
る

か
ど
う
か
の
検
討

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
票
を
実
施
者
で

あ
る
医
師
、
保
健
師
が
実
際
に
配
付
し
、

回
収
し
て
採
点
し
、
上
記
の
評
価
方
法
に

て
高
ス
ト
レ
ス
者
を
選
定
す
る
方
法
は
時

間
が
か
か
る
こ
と
を
考
え
る
と
現
実
的
で

は
な
い
。

む
し
ろ
、
調
査
票
の
配
付
も
し
く
は

W
E
B
で
の
調
査
実
施
と
結
果
の
集
計
、

そ
し
て
高
ス
ト
レ
ス
者
に
対
し
、
面
接
指

導
の
対
象
で
あ
る
こ
と
と
、
面
接
指
導
の

申
し
出
の
窓
口
を
通
知
す
る
と
こ
ろ
ま
で

は
外
部
機
関
に
委
託
し
、
事
業
場
の
実
施

者
（
医
師
、
保
健
師
）
が
、
医
師
面
談
を

受
け
る
こ
と
を
勧
奨
し
て
い
く
方
が
実
務

的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

小
規
模
事
業
場
で
産
業
保
健
ス
タ
ッ

フ
が
い
な
い
事
業
場
に
関
し
て
は
、「
申

出
を
も
っ
て
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
結
果
の

事
業
者
へ
の
提
供
に
同
意
が
な
さ
れ
た
も

の
と
み
な
し
て
差
し
支
え
な
い
」
と
指
針

に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
上
の
職
位
の
人

に
は
申
出
し
に
く
い
こ
と
を
考
慮
し
、
実

施
事
務
従
事
者
を
窓
口
に
す
る
こ
と
も
一

つ
の
方
法
で
あ
る
。

⑦�

医
師
（
産
業
医
、
精
神
科
医
）
面
談
指

導
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
を
実
施
す

る
過
程
で
、
実
施
者
以
外
の
者
が
面
談
を

行
う
場
合
は
、
職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

に
関
す
る
一
定
の
知
見
を
有
す
る
者
（
産

業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
臨
床
心
理
士
等
の
心

理
職
）
が
、
実
施
者
の
指
名
と
指
示
の
下

に
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
面
接
指
導
対
象
者
の
選
定
に

関
す
る
判
断
は
、
面
談
を
実
施
し
た
者
に

と
す
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、
実
務
上
、
事
業
場
の

長
が
事
業
者
と
し
て
の
責
任
を
担
う
こ
と

に
な
る
も
の
の
、
労
働
安
全
衛
生
法
上
の

「
事
業
者
」
は
「
法
人
企
業
で
あ
れ
ば
当

該
法
人
（
法
人
の
代
表
者
で
は
な
い
）」』

と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
事
業
者
は
ま
ず
、

事
業
場
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
事

業
場
単
位
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を

検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
事
業
場
に
衛
生
委
員

会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
専

属
産
業
医
あ
る
い
は
嘱
託
産
業
医
が
選
任

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
他
の
産
業
保
健

ス
タ
ッ
フ
が
配
属
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
、
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
実
施
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

④
衛
生
委
員
会
の
審
議

法
第
18
条
で
は
、「
事
業
者
は
、
政
令

で
定
め
る
規
模
の
事
業
場
ご
と
に
、
次
の

事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
、
事
業
者
に
対
し

意
見
を
述
べ
さ
せ
る
た
め
、
衛
生
委
員
会

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て

い
る
。
な
ら
び
に
、
規
則
第
22
条
の
衛
生

委
員
会
等
の
付
議
事
項
と
し
て
「
労
働
者

の
精
神
的
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め

の
対
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
」
が
規
定

さ
れ
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
の
指
針
（
心

理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の

検
査
及
び
面
接
指
導
の
実
施
並
び
に
面
接

指
導
結
果
に
基
づ
き
事
業
者
が
講
ず
べ
き

措
置
に
関
す
る
指
針
、以
下
、指
針
と
す
る
）

で
は
、
衛
生
委
員
会
等
の
審
議
事
項
と
し

て
11
項
目
が
示
さ
れ
て
い
る
（
資
料
1
）。

■
実
施
体
制
の
構
築
と
留
意
点 

そ
の
２

各
担
当
や
衛
生
委
員
会
の

役
割
な
ど
に
つ
い
て

⑤
調
査
票
な
ら
び
に
高
ス
ト
レ
ス
者
の
選
定

職
業
性
ス
ト
レ
ス
簡
易
調
査
票
を
使

う
場
合
、高
ス
ト
レ
ス
者
選
定
方
法
に（
単

純
集
計
）
は
二
通
り
が
あ
る
。
い
ず
れ
も

詳
細
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
P
40
～
41
を
参
照

さ
れ
た
い
。

◆
単
純
集
計
に
よ
る
選
定

調
査
票
の
「
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
要
因
」、

「
心
身
の
ス
ト
レ
ス
反
応
」、「
周
囲
の
サ

ポ
ー
ト
」
の
3
領
域
の
合
計
点
数
を
算
出

し
、
高
ス
ト
レ
ス
者
を
選
定
す
る
方
法
で

あ
る
。
特
別
な
手
順
に
よ
ら
ず
、
算
出
で

き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

◆
素
点
換
算
表
を
用
い
た
尺
度
別
の
選
定
方
法

調
査
票
の
各
項
目
の
質
問
項
目
が
い

く
つ
か
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
「
尺
度
」
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
素
点
換
算
表
」
に

資料１　衛生委員会等での調査審議内容

❶ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
❷ストレスチェック制度の実施体制
❸ストレスチェック制度の実施方法
❹ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
❺ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
❻ストレスチェック結果の記録の保存方法
❼�ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果

の利用目的及び利用方法
❽ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関す

る情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
❾ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関す

る情報の取扱いに関する苦情の処理方法
❿労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
⓫労働者に対する不利益な取扱いの防止
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委
ね
る
の
で
は
な
く
、
面
談
結
果
を
踏
ま

え
て
実
施
者
が
最
終
的
に
判
断
す
る
必
要

が
あ
る
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
P
43
）。

医
師
以
外
の
者
が
面
談
を
行
っ
た
場

合
に
、
面
談
の
中
で
早
急
に
対
応
が
必
要

な
労
働
者
を
把
握
し
た
場
合
は
、
ま
ず
は

産
業
医
に
つ
な
ぎ
、
面
接
指
導
の
実
施
、

就
業
上
の
措
置
に
関
す
る
意
見
の
提
示
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
と

も
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
事
業
場
が
産
業
医
を
選

任
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
精
神
科
専
門
医

が
配
置
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
保

健
師
や
臨
床
心
理
士
が
配
属
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
等
、
そ
の
事
業
場
の
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
体
制
の
構
築
さ
れ
て
い
る
程
度
に

よ
っ
て
、
医
師
面
談
ま
で
の
過
程
を
検
討

す
べ
き
で
あ
る
。

最
近
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
票
の
配

付
か
ら
医
師
面
談
ま
で
の
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
制
度
全
て
の
過
程
を
請
け
負
う

と
い
う
業
者
（
健
診
機
関
や
E
A
P
機
関

等
）
が
、
事
業
所
へ
売
り
込
み
を
か
け
て

い
る
と
い
う
情
報
も
聞
く
が
、
こ
の
制
度

の
一
番
の
目
的
は
、
労
働
者
が
安
定
し
て

就
労
を
継
続
で
き
る
た
め
の
ス
ト
レ
ス
負

荷
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
等

の
就
業
措
置
の
検
討
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
全
て
の
労
働
者
が
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

を
受
検
し
、
医
師
（
産
業
医
、
精
神
科
医
）

面
談
に
繋
ぐ
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

⑧
面
接
指
導
の
結
果
の
記
録

厚
生
労
働
省
令
（
94
号
第
52
条
の
18
）

で
は
、「
事
業
者
は
、
面
接
指
導
の
結
果

に
基
づ
き
当
該
面
接
指
導
の
結
果
の
記
録

を
作
成
し
て
、
5
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
指
針
で
は
以
下
の

7
項
目
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。

・
面
接
指
導
の
実
施
年
月
日

・
当
該
労
働
者
の
氏
名

・
面
接
指
導
を
行
っ
た
医
師
の
氏
名

・
当
該
労
働
者
の
勤
務
の
状
況

・�

当
該
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担

の
状
況

・�

そ
の
他
の
当
該
労
働
者
の
心
身

の
状
況

・�

当
該
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い

て
の
医
師
の
意
見
（
法
第
66
条
の

10
第
5
項
の
規
定
に
よ
る
医
師

の
意
見
）

⑨
労
働
基
準
監
督
署
へ
の
報
告

公
務
職
場
で
も
、
い
わ
ゆ
る
現
業
職

の
場
合
、
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握

す
る
た
め
の
検
査
結
果
等
報
告
書
（
様
式

第
6
号
の
2
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

長
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
内

容
は
、

・
検
査
実
施
年
月
日

・
事
業
場
の
名
称
・
所
在
地

・
事
業
の
種
類

・
検
査
を
実
施
し
た
者

・
面
接
指
導
を
実
施
し
た
医
師

・
在
籍
労
働
者
数

・
検
査
を
受
け
た
労
働
者
数

・
面
接
指
導
を
受
け
た
労
働
者
数

・
集
団
分
析
の
有
無

等
で
あ
る
。

報
告
義
務
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第

1
0
0
条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
厚
生

労
働
省
令
第
94
号
に
記
載
さ
れ
、
仮
に
事

業
者
が
同
署
に
報
告
を
怠
っ
た
場
合
、
罰

則
は
同
法
1
2
0
条（
罰
金
50
万
円
以
下
）

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

■
高
ス
ト
レ
ス
者
の
選
定

主
眼
は
一
次
予
防
だ
が

二
次
予
防
的
な
側
面
も

検
査
結
果
は
、
検
査
を
実
施
し
た
医

師
、
保
健
師
等
か
ら
直
接
本
人
に
通
知
さ

れ
、
本
人
の
同
意
な
く
事
業
者
に
提
供
す

る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。

そ
し
て
検
査
の
結
果
、
一
定
の
要
件

に
該
当
す
る
労
働
者
（
高
ス
ト
レ
ス
者
）

か
ら
申
出
が
あ
っ
た
場
合
、
医
師
に
よ
る

面
接
指
導
を
実
施
す
る
こ
と
が
事
業
者
の

義
務
と
な
り
、
申
出
を
理
由
と
す
る
不
利

益
な
取
扱
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

高
ス
ト
レ
ス
者
の
具
体
的
な
選
定
基

準
は
、
実
施
者
の
意
見
及
び
衛
生
委
員
会

等
で
の
調
査
審
議
を
踏
ま
え
て
、
事
業
者

が
決
定
す
る
も
の
（
指
針
）
と
さ
れ
、
お

お
む
ね
全
体
の
10
％
程
度
と
す
る
こ
と
が

適
当
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）。

ま
た
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
き
、
医

師
の
意
見
を
聴
き
、
必
要
に
応
じ
就
業
上

の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
事
業
者
の
義
務

と
な
っ
た
。
こ
の
法
律
の
目
的
は
あ
く
ま

で
も
一
次
予
防
で
あ
り
、
職
場
環
境
改
善

を
目
的
と
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
高
ス
ト
レ
ス
者
の
中
に
は
病
気

水
準
の
病
態
も
あ
り
、
二
次
予
防
的
色
彩

を
帯
び
た
側
面
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
（
資
料
2
）。

な
お
、
す
で
に
ご
承
知
か
と
思
う
が
、

受
検
し
な
い
労
働
者
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
結
果
を
事
業
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
同

意
し
な
い
労
働
者
、
面
接
指
導
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
面
接
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を
契
機
に
、
今
後
、
特
に
焦
点
と
な
る
の

は
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
実
施
後
の
医
師

面
接
へ
繋
ぐ
過
程
（
流
れ
）
を
明
確
化
し

て
い
く
作
業
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
事
業
所
の
規
模
や
専
門
性
・
特
殊
性
を

考
慮
し
た
う
え
で
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

実
施
に
伴
う
課
題
を
衛
生
委
員
会
等
で
審

議
し
、
保
健
師
、
心
理
職
等
の
多
職
種
で

健
康
支
援
体
制
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。

制
度
の
実
施
か
ら
管
轄
監
督
署
へ
の

報
告
ま
で
の
流
れ
の
一
例
を
、
資
料
3
に

示
し
た
。
参
考
に
さ
れ
た
い
。

指
導
の
申
出
を
行
わ
な
い
労
働
者
に
対
し

て
懲
戒
、
解
雇
、
不
当
配
置
転
換
等
の
不

利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。

労
働
者
の
健
康
情
報
の
保
護
に
関
し

て
は
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
に
関
す

る
労
働
者
の
健
康
情
報
の
保
護
が
適
切
に

行
わ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
、

事
業
者
が
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
に
関

す
る
労
働
者
の
秘
密
を
不
正
に
入
手
す
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
法

第
66
条
の
10
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
労
働

者
の
同
意
な
く
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
結
果

が
事
業
者
に
は
提
供
さ
れ
な
い
仕
組
み
と

さ
れ
て
い
る
。

■
終
わ
り
に

医
師
面
接
へ
つ
な
ぐ
過
程
の

明
確
化
が
今
後
の
焦
点

制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
ス
ト

レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
と
同
時
に
、
高
ス

ト
レ
ス
者
が
相
談
し
や
す
い
職
場
環
境
、

な
ら
び
に
健
康
支
援
室
の
相
談
体
制
を
充

実
さ
せ
る
こ
と
が
、
労
働
者
の
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
不
調
を
未
然
に
防
止
す
る
上
で
不

可
欠
と
言
え
る
。

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
義
務
化

東
邦
大
学 

医
学
部 

精
神
神
経
医
学
講
座

（
佐
倉
） 

教
授

一
般
社
団
法
人 

日
本
精
神
科
産
業
医
協
会

共
同
代
表
理
事

黒
木 

宣
夫
（
く
ろ
き
　
の
ぶ
お
）

昭
和
51
年
東
邦
大
学
医
学
部
卒
業
。
57
年

同
大
学
医
学
部
精
神
神
経
科
医
局
長
、
60

年
愛
誠
病
院
精
神
科
医
長
、
62
年
東
京
労

災
病
院
精
神
神
経
科
部
長
な
ど
を
経
て
、

平
成
3
年
東
邦
大
学
医
療
セ
ン
タ
ー
佐
倉

病
院
精
神
神
経
医
学
研
究
室
准
教
授
、
19

年
よ
り
現
職
。
日
本
総
合
病
院
精
神
医
学

会
理
事
長
、
日
本
産
業
精
神
保
健
学
会
副

理
事
長
、
日
本
職
業
・
災
害
医
学
会
評
議

員
、
日
本
産
業
衛
生
学
代
議
員
、
日
本
職

業
災
害
学
会
評
議
員
、
日
本
社
会
精
神
医

学
会
理
事
、
日
本
賠
償
科
学
会
理
事
、
う

つ
病
学
会
評
議
員
。
専
門
は
、
産
業
精
神

医
学
、
賠
償
・
補
償
医
学
、
総
合
病
院
精

神
医
学
、
う
つ
病
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
。「
P
S
T
D
～
医
の
診
断
と
法
の
診

断
」「
産
業
保
健
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
V
　
働
く

人
々
のC

om
m

on D
iseases

の
臨
床

と
予
防
管
理
」「
う
つ
病
の
臨
床
と
予
防
管

理
の
実
際

―
過
重
労
働
と
メ
ン
タ
ル
ヘ

ス
」
ほ
か
、
著
書
多
数
。
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の自覚 精神的健康度 介入方法

大 あり 健常〜疲弊 一次予防

大 なし 健常〜疲弊 一次予防

大 あり 病気レベル or 疑い 二次予防

小 なし 健常 必要なし

小 あり 病気レベル or 疑い 二次予防

資料３　制度の実施から管轄監督署への報告までの流れ

実施〜管轄監督署への報告までの流れは以下のとおりである
（実施体制は一例である）。
1. 実施前準備＜事業者の表明　衛生委員会の審議＞
実施体制　ストレスチェック制度担当者が整備
●�実施責任者
　（所属長等、労働基準監督署への報告の「事業者職氏名」）
●実施代表者（産業医）
●共同実施者（保健師）
●実施事務従事者（人事労務部人事課�安全衛生担当）
●委託先実施者
●委託先実施事務従事者

2. ストレスチェック実施
●実施者が労働者に結果通知� ��実施者が、事業者への結

果通知についての同意の
有無を確認

　実施者が事業者へ報告
3. 面接指導実施
●実施者が面接指導勧奨� �労働者が事業者に面接の申し出

　事業者が医師面接の依頼

　医師が面接指導実施� �事業者が医師より意見聴取

　事業者が就業上の措置

4. 管轄監督署へ報告

（セルフケア）


